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【年通号数】公開・登録公報2016-065
【出願番号】特願2016-162655(P2016-162655)
【国際特許分類】
   Ａ６３Ｆ   7/02     (2006.01)
【ＦＩ】
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【手続補正書】
【提出日】平成29年1月13日(2017.1.13)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　可変表示を行い、遊技者にとって有利な有利状態に制御可能な遊技機であって、
　乱数値となる数値データを生成する乱数回路を内蔵した制御用マイクロコンピュータを
備え、
　前記乱数回路は、更新した数値データを保持する数値保持手段を含み、
　前記制御用マイクロコンピュータは、
　前記乱数回路から数値データを抽出する抽出手段と、
　前記乱数回路の設定を行う乱数回路設定手段と、
　前記有利状態に制御するかを決定する決定手段と、
　前記決定手段の決定結果にもとづいて、可変表示を実行する可変表示実行手段と、
　前記有利状態に制御されるかを前記決定手段による決定前に判定する判定手段とを含み
、
　前記判定手段による判定にもとづいて、所定回の可変表示において、予告演出を実行す
る予告演出実行手段をさらに備え、
　前記乱数回路設定手段は、前記抽出手段が前記乱数回路から数値データを抽出するタイ
ミングよりも前に、前記乱数回路の設定を行い、
　前記予告演出実行手段は、
　第１予告演出を実行するパターンと、当該第１予告演出よりも前記有利状態に制御され
る割合が高い第２予告演出を実行するパターンと、前記第１予告演出を実行した後に前記
第２予告演出を実行するパターンとのいずれかのパターンにより前記予告演出を実行可能
であり、
　実行される前記第１予告演出の演出態様に応じて、前記第１予告演出を実行した後に前
記第２予告演出を実行するパターンにより前記予告演出が実行される割合が異なる
　ことを特徴とする遊技機。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００１
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【０００１】
　本発明は、可変表示を行い、遊技者にとって有利な有利状態に制御可能なパチンコ遊技
機等の遊技機に関する。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
（手段１）本発明による遊技機は、可変表示を行い、遊技者にとって有利な有利状態に制
御可能な遊技機であって、乱数値となる数値データを生成する乱数回路（例えば、乱数回
路５０８ａ，５０８ｂ）を内蔵した制御用マイクロコンピュータ（例えば、遊技制御用マ
イクロコンピュータ５６０）を備え、乱数回路は、更新した数値データを保持する数値保
持手段（例えば、図８および図９に示す各ハードラッチ乱数値レジスタ、ソフトラッチ乱
数値レジスタ）を含み、制御用マイクロコンピュータは、乱数回路から数値データを抽出
する抽出手段と、乱数回路の設定を行う乱数回路設定手段（例えば、遊技制御用マイクロ
コンピュータ５６０におけるステップＳ１００１，Ｓ１０１１を実行する部分）と、有利
状態に制御するかを決定する決定手段と、決定手段の決定結果にもとづいて、可変表示を
実行する可変表示実行手段と、有利状態に制御されるかを決定手段による決定前に判定す
る判定手段とを含み、判定手段による判定にもとづいて、所定回の可変表示において、予
告演出を実行する予告演出実行手段をさらに備え、乱数回路設定手段は、抽出手段が乱数
回路から数値データを抽出するタイミングよりも前に、乱数回路の設定を行い（例えば、
遊技制御用マイクロコンピュータ５６０は、遊技機への電源投入時にステップＳ１００１
，Ｓ１０１１を実行して乱数回路５０８ａ，５０８ｂに関する設定をハードウェア的に行
い、その後に、ユーザプログラムの実行中にステップＳ２０５Ａ，Ｓ２０５Ｂを実行する
）、予告演出実行手段は、第１予告演出を実行するパターンと、当該第１予告演出よりも
有利状態に制御される割合が高い第２予告演出を実行するパターンと、第１予告演出を実
行した後に第２予告演出を実行するパターンとのいずれかのパターンにより予告演出を実
行可能であり、実行される第１予告演出の演出態様に応じて、第１予告演出を実行した後
に第２予告演出を実行するパターンにより予告演出が実行される割合が異なることを特徴
とする。そのような構成により、第１予告演出が実行された場合でも、遊技者の期待感を
維持することができ、遊技の興趣を向上させることができる。


	header
	written-amendment

